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○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出
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○大規模小売店舗の新設の届出　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………12

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………13

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………13

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示　　　　　（生活衛生課）……………13

　福岡県告示第257号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105

条の２第３項の規定による次の届出に係る特定第２号漁業者の同意は、同法第108条第２

項に規定する要件に適合すると認められるので、同条第５項において準用する同法第

105条の２第４項の規定により公示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　発起人の住所及び氏名並びに区域及び区分

住　所 氏　名 区　　　域
（漁業共済の加入区の名称） 区　分

糸島市志摩姫島

〃

吉村　隆幸
　
須田　隆

糸島漁業協同組合の地区の
うち
旧姫島漁業協同組合の地区

小型船びき網漁業、小型
特定漁業、小型一般漁業
、小型定置網漁業及び総
トン数10トン以上100ト
ン未満の漁船により営む
漁業

福岡市東区大字弘

〃

今泉　準治
　
松田　修

福岡市漁業協同組合の地区の
うち
旧弘漁業協同組合の地区

小型底びき網漁業、小型
特定漁業、小型一般漁業
及び総トン数10トン以上
100トン未満の漁船によ
り営む漁業

告　　　示
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　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項におい

てその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　休止

指定番号 名称 所在地 休止年月日

柳居56 訪問看護ステーションｃｕｏｒｅ 柳川市三橋町蒲船津371−５ Ｒ６・４・１

２　廃止

指定番号 名称 所在地 廃止年月日

宰居80 ふぁみりぃふ訪問看護 太宰府市五条四丁目２−５ Ｒ１・６・30

　福岡県告示第261号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第51条第

１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から指定の辞退があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　福岡県告示第258号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55条

の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により

次のように告示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 指定年月日 サービス項目

筑紫居151 そうごう薬局二日市店 筑紫野市湯町三丁目１−
22 Ｒ６・４・１ 居管・予居管

飯居496 りはぷる訪問看護ステ
ーション飯塚 飯塚市佐與1399−１ Ｒ６・４・１ 訪看・予防看

　福岡県告示第259号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項におい

てその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 旧所在地 新所在地 変更年月日

福津居96 訪問看護ステーショ
ンまる

福津市宮司二丁目13
−18

福津市小竹二丁目１
−１　コーポＡ−102 Ｒ５・８・１

遠支27 有限会社かがやきケ
アサービス

遠賀郡遠賀町大字鬼
津1080−20

遠賀郡遠賀町大字鬼
津1080−2 Ｒ６・４・１

宗遠居
146

ヘルパーステーショ
ン　四季折々

遠賀郡遠賀町田園三
丁目13番10号

遠賀郡遠賀町浅木三
丁目10番33号 Ｒ６・４・１
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　備考　別紙図面１は省略し、その図面を田川市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第264号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

猪位金−４ 田川市大字猪国（別紙図面１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平原−11 田川市大字伊加利（別紙図面２に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

坂谷山 田川市大字猪国（別紙図面３に示す区域のとおり） 地滑り

　備考　別紙図面１から３は省略し、その図面を田川市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　福岡県告示第265号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

指定番号 名称 所在地 指定の辞退年月日

大介歯221 アルファ歯科 大牟田市鳥塚町３−10 Ｒ６・３・31

　福岡県告示第262号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成26年２月福岡県告

示第157号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

猪位金−４ 田川市大字猪国（別紙図面１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を田川市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第263号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年２月福岡

県告示第158号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

猪位金−４ 田川市大字猪国（別紙図面
１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載する表

のとおり
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　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　筑後市大字尾島字栗ノ内10番１から10番25まで及び11番２から11番６まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

筑後市大字尾島773番地１

株式会社オフィス三河

代表取締役　三河　謙一

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡久山町大字久原字古賀脇4262番１から4262番４まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市東区原田四丁目２番７号

トヨタホーム九州株式会社

代表取締役　清水　建治

　公告

　辻垣・道場寺・高瀬土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改

良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

猪位金−４ 田川市大字猪国（別紙図面
１に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載する表

のとおり

平原−11 田川市大字伊加利（別紙図
面２に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面２に記載する表

のとおり

　備考　別紙図面１及び２は省略し、その図面は田川市役所に備え置いて縦覧に供する

。

　公告

　福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条例第12号）第17条の６第２項の規定に基づき

、福岡県営春日公園の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のように公

示する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称

福岡県営春日公園

２　位置

　　春日市原町三丁目

３　利用料金の承認年月日

　　令和６年４月５日

４　利用料金（令和６年４月27日以降）

　　ドッグラン

単　　位 金　　額

犬一頭につき一回 200円

　備考　十一枚つづりの回数券を使用できるものとし、その額は、十回分に相当する額

とする。

公　　　告
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髙橋　　敏夫 行橋市大字道場寺688番地２

　公告

　安中土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律第

195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

竜　清紀 大川市大字新田800番地

　公告

　大川中部第２土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（

昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

植木　秋義 大川市大字九網46番地２

植木　幸治 大川市大字九網53番地１

石川　勝美 大川市大字津187番地

椿原　征生 大川市大字津212・213番地合併

古賀　百合夫 大川市大字津766番地２

古賀　文博 大川市大字津663番地２

江頭　文隆 大川市大字一木511番地７

石山　安幸 大川市大字一木513番地２

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

大田　　完治 行橋市大字道場寺1279番地１

池田　　寛樹 行橋市大字高瀬109番地３

上田　　民生 行橋市大字辻垣460番地

藤川　　良範 行橋市大字辻垣216番地

池田　　謙二 行橋市大字辻垣272番地

木戸　　八郎 行橋市大字高瀬291番地４

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

城戸　　良隆 行橋市大字辻垣522番地１

髙橋　　敏夫 行橋市大字道場寺688番地２

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

大田　　完治 行橋市大字道場寺1279番地１

池田　　寛樹 行橋市大字高瀬109番地３

上田　　民生 行橋市大字辻垣460番地

藤川　　良範 行橋市大字辻垣216番地

池田　　謙二 行橋市大字辻垣272番地

木戸　　八郎 行橋市大字高瀬291番地４

４　就任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

池永　　正行 行橋市大字西谷189番地５
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氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

鶴　直人 大川市大字九網251番地１

古賀　浩人 大川市大字津420番地

坂井　浩太郎 大川市大字一木241番地

石橋　正一郎 大川市大字三丸1129番地

　公告

　大川東部第２土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（

昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

柿添　茂秋 大川市大字下木佐木465番地１

石橋　秀伸 大川市大字下木佐木631番地１

柿添　孝光 大川市大字下木佐木975番地１

江口　淳一郎 大川市大字荻島52番地７

江口　利三 大川市大字荻島144番地

田中　公浩 大川市大字下牟田口570番地２

古賀　芳史 大川市大字北古賀92番地

古賀　重德 大川市大字北古賀１番地１

中島　和夫 大川市大字鬼古賀871番地

大渕　健治 大川市大字鬼古賀64番地

江口　辰也 大川市大字鬼古賀323番地

松永　泰弘 柳川市金納208番地２

坂井　健一 大川市大字一木1222番地１の２

山浦　一利 大川市大字一木1249番地１

古賀　武志 大川市大字一木16番地

坂井　清則 大川市大字一木1121番地１の２

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

鶴　光義 大川市大字九網270番地１

古賀　文隆 大川市大字津431番地１

山浦　勳 大川市大字一木1122番地５

石橋　正一郎 大川市大字三丸1129番地

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

植木　秋義 大川市大字九網46番地２

植木　幸治 大川市大字九網53番地１

椿原　髙久 大川市大字津41番地２

井口　秀一 大川市大字榎津88番地５　パーク・ドミールⅡ602号

古賀　文博 大川市大字津663番地２

古賀　文隆 大川市大字津431番地１

江頭　文隆 大川市大字一木511番地７

石山　安幸 大川市大字一木513番地２

坂井　健一 大川市大字一木1222番地１の２

佐野　功和 大川市大字一木1260番地１

古賀　武志 大川市大字一木16番地

古賀　覚 大川市大字一木1174番地

４　就任監事



7
令

和
６

年
４

月
23

日
　

火
曜

日
第

49
0 

号
４　就任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

宮原　和德 大川市大字下木佐木1085番地

江口　孝幸 大川市大字荻島273番地１

石橋　宏文 大川市大字三丸692番地

田中　範昭 大川市大字下牟田口404番地１

　公告

　大川北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

平田　智也 大川市大字酒見1075番地

辻　久光 大川市大字諸富116番地１

平田　敏郎 大川市大字諸富238番地

緒方　喜治 大川市大字中古賀721番地

水落　栄生 大川市大字中木室73番地

中村　仁彦 大川市大字中木室271番地

添島　栄治 大川市大字中木室176番地

福山　善光 大川市大字大橋223番地１

内村　和義 大川市大字本木室907番地

宮﨑　定 大川市大字本木室971番地１

宮﨑　猛美 大川市大字本木室855番地２

中村　松雄 大川市大字郷原440番地３

石井　時博 大川市大字郷原251番地

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

宮原　和德 大川市大字下木佐木1085番地

河野　洋一 大川市大字荻島126番地

岡　泰博 大川市大字三丸82番地

田中　範昭 大川市大字下牟田口404番地１

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

柿添　孝光 大川市大字下木佐木975番地１

柿添　祐治 大川市大字下木佐木505番地２の２

柿添　剛 大川市大字下木佐木945番地１

江口　淳一郎 大川市大字荻島52番地７

江口　正洋 大川市大字荻島271番地１

田中　公浩 大川市大字下牟田口570番地２

古賀　重德 大川市大字北古賀１番地１

増田　勇次 大川市大字北古賀118番地１

大渕　達弘 大川市大字鬼古賀832番地１

大渕　健治 大川市大字鬼古賀64番地

大渕　和宏 大川市大字鬼古賀138番地

松永　泰弘 柳川市金納208番地２

中村　幸志 大川市大字郷原106番地

馬渕　幸秀 大川市大字郷原317番地１
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添島　栄治 大川市大字中木室176番地

福山　善光 大川市大字大橋223番地１

内村　有一朗 大川市大字本木室907番地

宮﨑　定 大川市大字本木室971番地１

宮﨑　雄一 大川市大字本木室877番地１

田中　和喜 大川市大字中八院518番地２の１

田中　和典 大川市大字中八院268番地

田中　篤 大川市大字中八院1199番地

田中　道伸 大川市大字中八院1117番地

岩永　重昭 大川市大字上白垣516番地

田中　伸幸 大川市大字上白垣365番地１

砂山　金至 大川市大字下白垣91番地

本村　薫 大川市大字下白垣440番地

葊松　精治 大川市大字下八院86番地９

４　就任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

辻　日出彦 大川市大字諸富485番地

芦刈　朝美 大川市大字本木室13番地１

田中　久善 大川市大字中八院1237番地

本村　和也 大川市大字下白垣637番地５

井口　清春 大川市大字紅粉屋189番地１

　公告

　筑後市土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

田中　敬士 大川市大字中八院470番地

田中　邦彦 大川市大字中八院212番地１

田中　範秋 大川市大字中八院1204番地２

水島　政直 大川市大字中八院1068番地１

田中　一正 大川市大字上白垣289番地

古賀　家人 大川市大字上白垣261番地

本村　善彦 大川市大字下白垣641番地１

砂山　巧 大川市大字下白垣122番地

葊松　精治 大川市大字下八院86番地９

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

平田　利文 大川市大字酒見1269番地１

溝田　利規 大川市大字大橋300番地６

田中　和喜 大川市大字中八院518番地２の１

田中　美津夫 大川市大字上白垣406番地２

井口　清春 大川市大字紅粉屋189番地１

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

酒見　嘉幸 大川市大字酒見1617・1618番地３

平田　博治 大川市大字諸富403番地

平田　義彦 大川市大字諸富484番地１

佐藤　岬 大川市大字酒見18番地

水落　栄生 大川市大字中木室73番地

中村　仁彦 大川市大字中木室271番地
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成清　潔 みやま市瀬高町本郷928番地４

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

右田　喜俊 筑後市大字中折地189番地

小田　新治 筑後市大字高江728番地２

吉開　和治 みやま市瀬高町本郷764番地２

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

田中　瑞葊 筑後市大字江口744番地

下川　栄治 筑後市大字馬間田1128番地

坂本　好敎 筑後市大字折地725番地

中村　浩章 筑後市大字津島915番地

田島　雅弘 筑後市大字鶴田1565番地１

井口　俊文 筑後市大字下妻116番地６

井口　富雄 柳川市隅町48番地１

塚本　治 筑後市大字中牟田616番地１

江﨑　勝 筑後市大字島田1262番地

野田　 男 筑後市大字井田2133番地

吉武　浩治 筑後市大字井田2117番地

城﨑　新 筑後市大字水田642番地

田中　稔 筑後市大字新溝597番地２

成清　修 筑後市大字北長田149番地２

竹島　智文 筑後市大字久恵1137番地４

貝田　晴義 筑後市大字富久574番地

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

田中　瑞葊 筑後市大字江口744番地

下川　栄治 筑後市大字馬間田1128番地

坂本　好敎 筑後市大字折地725番地

村上　知巳 筑後市大字津島1340番地

田島　雅弘 筑後市大字鶴田1565番地１

下川　達弘 筑後市大字下妻514番地１

井口　富雄 筑後市大字馬間田168番地

塚本　新二 筑後市大字中牟田512番地１

下川　基文 筑後市大字井田920番地１

吉武　淸晴 筑後市大字井田2031番地２

江﨑　勝 筑後市大字島田1262番地

下川　達男 筑後市大字常用291番地

田中　稔 筑後市大字新溝597番地２

成清　修 筑後市大字北長田149番地２

竹島　智文 筑後市大字久恵1137番地４

貝田　晴義 筑後市大字富久574番地

德永　末明 筑後市大字富重１番地

富永　哲治 筑後市大字若菜1656番地

冨　次雄 筑後市大字西牟田3472番地１

中村　浩章 筑後市大字津島915番地

橋爪　秀則 みやま市瀬高町本郷585番地
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　　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社九州支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神一丁目10番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　127,967,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　令和６年２月16日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　モービルマッピングシステム賃貸借契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　令和６年３月29日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　東京センチュリー株式会社

　⑵　住所

　　　東京都千代田区神田練塀町３番地

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

富永　哲治 筑後市大字若菜1656番地

田中　輝登 筑後市大字富重637番地３

冨　次雄 筑後市大字西牟田3472番地１

尋木　秀樹 筑後市大字津島1157番地２

橋爪　秀則 みやま市瀬高町本郷585番地

三小田　新二 みやま市瀬高町本郷903番地２

４　就任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

後藤　安男 筑後市大字井田1069番地

矢加部　豊 筑後市大字溝口1289番地１

中園　陽子 筑後市大字熊野1203番地42

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　高度化交通情報管理システム賃貸借契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　令和６年３月29日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名
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　⑵　所在地

　　　鞍手郡小竹町大字御徳135番地の75

　⑶　代表者

　　　代表取締役　猪木　直樹

２　行政処分の内容

　　改善命令

３　処分の年月日

　　令和６年３月29日

４　処分の理由

　　法第14条第12項の規定により適用される産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄

物の保管を行っていることが、法第19条の３第２号の規定に該当するため。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和６年４月９日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　エマックス・クルメ

　⑵　所在地　久留米市東町316番地２号

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

　　85,035,720円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　令和６年２月16日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　中間市大字垣生字通ケ浦776番８から776番10まで、776番30及び776番51から776番73

まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

中間市上蓮花寺一丁目２番１号

グリーンプラザ開発株式会社

代表取締役　小林　祐馬

　公告

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第

19条の３の規定に基づき、行政処分を行ったので、福岡県産業廃棄物の不適正処理の防

止に関する条例（平成14年福岡県条例第80号）第19条第２項の規定により次のとおり公

表する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　処分を受けた事業者

　⑴　名称

　　　富士開発株式会社
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株式会社しまむら 代表取締役　鈴木　誠 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目602
番１号

未定

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和６年11月28日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　3,610平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置 収容台数（台）

建物敷地内 186

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置 収容台数（台）

Ａ棟東側 36

Ｃ棟北西側 ８

合計 44

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

Ａ棟西側  70

Ｃ棟東側 70

合計 140

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

Ａ棟内南側  9.48

Ａ棟内西側 15.31

変更前 変更後

有限会社一実
代表取締役社長　原田　実樹宜
福岡市中央区鳥飼二丁目３番６号
外19者

有限会社一実
代表取締役社長　原田　実樹宜
福岡市中央区鳥飼二丁目３番６号
外18者

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和６年３月27日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）アクロスプラザ篠栗

　⑵　所在地　糟屋郡篠栗町（篠栗町和田土地区画整理事業Ａ地区）

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 住所

大和ハウスリアルティ
マネジメント株式会社

代表取締役　伊藤　光
博 東京都千代田区神田三崎町三丁目３番21号

株式会社しまむら 代表取締役　鈴木　誠 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目602
番１号

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称 住所

株式会社トライアルカ
ンパニー

代表取締役　石橋　亮
太 福岡市東区多の津一丁目12番２号
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　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　柳川市三橋町藤吉字野々内233番１、234番４、238番１、238番２、239番３、239番

５、240番１、240番３、241番２、241番５、242番、244番及び246番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

柳川市佃町1272番地

コガ信工業有限会社

代表取締役　古賀　信義

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで食品衛生法施行細則（平成４年福岡県規則第40号）の

一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

）に掲載するほか、福岡県保健医療介護部生活衛生課に備え置きます。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見を募集しなかった理由

　　今回の規則改正は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令（令和６年厚生労働省

令第65号）の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県

行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実

施しなかったものです。

２　規則の公布日

令和６年４月23日

Ｃ棟内東側 13.98

合計 38.77

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

24時間

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

24時間

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 位置

４箇所 建物敷地南側及び北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　24時間

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　直方市大字感田3588番１、3588番４から3588番12まで、3593番１、3593番15から3593

番21まで及び3593番23

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

飯塚市立岩1004番地３

高栄土地開発株式会社

代表取締役　縄手　泰治

　公告




